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１０　参考資料

「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

  １０－　１

  １０－　２

  １０－　３

  １０－　４ センターサイディングの補修方法

工事記録のまとめ方

施工を始める前に

　１０－１　施工を始める前に

１）事前現場調査の重要性

　 外壁工事を手際よくスムーズに進め、不具合の発生を防ぐためには事前の現場調査は大変重要です。

　 また、住宅品質確保法などによる迅速な紛争処理のための瑕疵責任の考え方として、前工事の欠陥を

　 見過ごした場合は、後工事の請負業者に責任があるという判断を示された例があります。

　①事前調査の目的

　●センターサイディングや資材のロスを低減させる。

　●作業員の作業能率を十分に引き出すように段取りする。

　●指定部材や必要な関連部材、関連作業を確認し作業手順を整える。

　●標準施工マニュアルで細部の納まりを確認する。

　●資材仮置き場や現場加工スペースを確保する。

　●躯体の状況と前工事の仕上がり状況を確認し、不備があれば指摘する。補修部分の修正が完了する

　　 まで工事の開始を調整する。

　以上のように、事前調査は大変重要で責任を問われる事項もあります。また、工事の利益を左右する大切

　な要素を含んでいます。

　②事前チェックリストなどの活用

　　 「事前チェックリスト（例）」（Ｐ２７１）などの書類を活用することによって、比較的手際よく事前調査を行う

　　 ことができますので、参考にしてください。

　　 実際の工事現場は前工事の施工中であったり資材の出し入れがあったりと、落ち着いてチェックしにくい

　　 のが一般的です。このようなチェックリストを用意しておくことで、確認忘れを防止し、必要な事前準備を

　　 確実に行うことができます。

２）躯体の状況確認

　 ●土台・柱・間柱・梁などは、不陸がないか確認してください。また、緊結金物類で特にボルトなどは躯体

　　　から飛び出していないか確認してください。

１０　参考資料

座堀 

土台 
基礎

柱
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　１０－１　施工を始める前に

●プレート類の緊結金物は厚みがあり、その上から胴縁を組むことができません。

　 左右にずらして、必ず胴縁下地組みを行ってください。また、割り付けを事前に確認し、極力センターサイ

　 ディング本体どうしの左右接合部がこないようにしてください。万一、センターサイディング本体どうしの

　 左右接合部と山形プレートが干渉する場合は、スペーサーなどで調整してください。

　 ※プレート類：山形プレート・筋かいプレート・ＣＰＴ金物・帯鉄金物（枠組壁工法）など

１０　参考資料

防水紙

縦胴縁

山形プレート

縦胴縁

7.5㎜厚調整材（現場調達品）
（出隅部）

●図のように１２０㎜角の柱と１０５㎜角の柱、間柱が混在する芯あわせの場合は、１０５㎜角柱に７．５㎜

　 厚程度の調整材（現場調達品）を入れて、胴縁下地組みの調整を行ってください。

　※上図以外の内寸あわせの場合、出隅部で通気層の厚みが異なりますので、施工方法については最寄り

　　 の弊社営業所にお問い合わせください。
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　１０－１　施工を始める前に

●プレート類の緊結金物は厚みがあり、その上から胴縁を組むことができません。

　 左右にずらして、必ず胴縁下地組みを行ってください。また、割り付けを事前に確認し、極力センターサイ

　 ディング本体どうしの左右接合部がこないようにしてください。万一、センターサイディング本体どうしの

　 左右接合部と山形プレートが干渉する場合は、スペーサーなどで調整してください。

　 ※プレート類：山形プレート・筋かいプレート・ＣＰＴ金物・帯鉄金物（枠組壁工法）など

１０　参考資料

防水紙

縦胴縁

山形プレート

縦胴縁

7.5㎜厚調整材（現場調達品）
（出隅部）

●図のように１２０㎜角の柱と１０５㎜角の柱、間柱が混在する芯あわせの場合は、１０５㎜角柱に７．５㎜

　 厚程度の調整材（現場調達品）を入れて、胴縁下地組みの調整を行ってください。

　※上図以外の内寸あわせの場合、出隅部で通気層の厚みが異なりますので、施工方法については最寄り

　　 の弊社営業所にお問い合わせください。

　１０－１　施工を始める前に

３）センターサイディング　事前チェックリスト
　

１０　参考資料

Ｎｏ．　　　　　　　　　　
　

工事名　

現場住所　

躯体の構造　

施工面積　

確認日　

元請会社　

外壁施工店　

工事責任者　

木造（軸組工法、枠組壁工法）・鉄骨造・その他　

延床面積　　　　　㎡、外壁施工面積　　　　　㎡

　　　年　　　月　　　日/記入者　　　　　　　　　　

　　　　　　　ｔｅｌ

　　　　/現場担当者

　　　　　　　ｔｅｌ

チェック項目　 チェック内容　 チェック欄

　工事車輌駐車場確保　

　指定材料の納品

　（現場納入の確認）

　工事車輌をとめておくスペースはあるか　

　防水紙 　数量　　　　　　　　　　

　胴縁材（４５幅）　材種

　胴縁材（９０幅）　材種

　センターサイディング（Ａ柄）

　センターサイディング（Ｂ柄）

　先付け付属部材（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　シーリング

　補修塗料

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　数量　　　　　　　　　　

　施工箇所の確認　 　横張りか縦張りか、部分張りの位置などを確認したか

　標準施工資料の確認　 　標準施工マニュアル類は現場に配備してあるか

　資材仮置き場の確認　 　資材の仮置き場が確保できるか

　現場加工場の確認　
　加工スペースが確保できるか

　

　躯体の状況　

　外壁下地となる場所に不陸はないか

　防水紙の施工

　（大工工事の場合も含む）　

　指定の防水紙を使用しているか

　防水テープの確認

　（大工工事の場合も含む）　

　開口部周囲には防水テープを貼っているか

　バルコニー笠木入隅部に防水措置を取っているか

　外壁下地の一部に不陸があり胴縁組みで調整が必要か

　外壁下地の一部に不陸があり補修が必要か

　積雪の高さまでの補助胴縁の追加下地（間柱など）はあるか

　入隅部の胴縁を留め付ける追加下地（間柱など）はあるか

　防水紙は横張りになっているか

　土台水切・中間水切との取り合いは正しいか

　上下の重なりは９０㎜以上か

　左右の重なりは面材なしの場合：柱・間柱間、面材ありの場合：１５０㎜以上か

　入隅部は重ね張りになっているか

　バルコニー笠木部分は重ね張りになっているか

　防水紙のやぶれやたるみはないか

　サッシは外付け型または半外付け型を使用しているか

　配管・換気口まわりに防水措置を取っているか

　数量　　　　　　　　　　

※この例のような事前チェックリストを用意して、現場確認の際にご活用ください。

事前チェックリスト（例）
　

　先付け付属部材（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　後付け付属部材（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　後付け付属部材（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　ハットジョイナー
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　１０－２　工事記録のまとめ方

工事管理を実施する上で重要なポイントは、設計図書や元請会社様からの指示書および外壁材メーカー

の標準施工に基づいた施工を行ったという証拠、すなわち工事記録（工事履歴）を作成することです。

さらに、その記録は第三者が客観的に理解できるように記録されている必要があります。

したがって、工事記録を作成する際に、重要なポイントは写真撮影をしておくことが効果的です。住宅が完

成した時点で、性能評価書関連の書類とともに各工事の工事記録が揃うことによって性能の裏付けとなる

施工面の品質が明確になり、引き渡し後のメンテナンスや中古住宅取引の際にも重要な資料となります。　

１０　参考資料

　

１）工事写真

　 写真には工事名、撮影部位、撮影日、撮影者などを明記した

　 サインボードを入れ、必要に応じてメジャーなどで寸法がわか

　 るように工夫する必要があります。

　 写真撮影で重要なポイントは施工精度の確認とメンテナンス

　 時の納まりのチェックです。撮影箇所は元請会社様のご指示に

　 従うほか、以下の例を参考にして必要箇所を撮影してください。

　 同じ様な納まりが数ヶ所ある場合には代表例を撮影し、他は

　 同じ納まりであることを明記して、記録書に元請会社様のご

　 確認印をいただくことが大切です。
　

○○邸外壁工事

サインボード（例）

 撮影箇所

 撮影日　　　/

 撮影者

 備考

工事写真として撮影するポイント（例）

●使用材料、役物、付属部品など

●施工前の施工箇所の状態

●防水紙張りと防水テープ貼りに関する部分

　　開口部まわり／水切役物との取り合い部／出隅／入隅／配管・換気口周囲／バルコニー

　　笠木取り合い部・床防水との取り合い部など

●胴縁下地組みに関する部分

　　胴縁の厚み・幅寸法／接合部・開口部の倍幅部分／通気のための開口部まわり・軒天部

　　・下屋根部・オーバーハング部の横胴縁／入隅の追加下地／積雪地の補強胴縁など

●センターサイディングの釘打ち部分とその施工中

●シーリング目地の充填前

●シーリングの充填作業状況、ヘラ押さえ作業状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

２）工事記録のまとめ方

　 工事記録は工事写真の他に「外壁工事記録 兼 保証書発行申請書」などを活用し、まとめることが大切です。

　 この工事記録書に各チェックリストおよび工事記録写真類を添付してください。工事記録書には作成者の捺

　 印のほか、元請会社様が工事の完了を確認したことの証明書を兼ねていますので、必ず確認印をいただく

　 ことが非常に大切です。

３）工事記録書の保管・提出

　 工事記録書は元請会社様に提出するほか、外壁工事店様でも整理して保管してください。
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　１０－２　工事記録のまとめ方

工事管理を実施する上で重要なポイントは、設計図書や元請会社様からの指示書および外壁材メーカー

の標準施工に基づいた施工を行ったという証拠、すなわち工事記録（工事履歴）を作成することです。

さらに、その記録は第三者が客観的に理解できるように記録されている必要があります。

したがって、工事記録を作成する際に、重要なポイントは写真撮影をしておくことが効果的です。住宅が完

成した時点で、性能評価書関連の書類とともに各工事の工事記録が揃うことによって性能の裏付けとなる

施工面の品質が明確になり、引き渡し後のメンテナンスや中古住宅取引の際にも重要な資料となります。　

１０　参考資料

　

１）工事写真

　 写真には工事名、撮影部位、撮影日、撮影者などを明記した

　 サインボードを入れ、必要に応じてメジャーなどで寸法がわか

　 るように工夫する必要があります。

　 写真撮影で重要なポイントは施工精度の確認とメンテナンス

　 時の納まりのチェックです。撮影箇所は元請会社様のご指示に

　 従うほか、以下の例を参考にして必要箇所を撮影してください。

　 同じ様な納まりが数ヶ所ある場合には代表例を撮影し、他は

　 同じ納まりであることを明記して、記録書に元請会社様のご

　 確認印をいただくことが大切です。
　

○○邸外壁工事

サインボード（例）

 撮影箇所

 撮影日　　　/

 撮影者

 備考

工事写真として撮影するポイント（例）

●使用材料、役物、付属部品など

●施工前の施工箇所の状態

●防水紙張りと防水テープ貼りに関する部分

　　開口部まわり／水切役物との取り合い部／出隅／入隅／配管・換気口周囲／バルコニー

　　笠木取り合い部・床防水との取り合い部など

●胴縁下地組みに関する部分

　　胴縁の厚み・幅寸法／接合部・開口部の倍幅部分／通気のための開口部まわり・軒天部

　　・下屋根部・オーバーハング部の横胴縁／入隅の追加下地／積雪地の補強胴縁など

●センターサイディングの釘打ち部分とその施工中

●シーリング目地の充填前

●シーリングの充填作業状況、ヘラ押さえ作業状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

２）工事記録のまとめ方

　 工事記録は工事写真の他に「外壁工事記録 兼 保証書発行申請書」などを活用し、まとめることが大切です。

　 この工事記録書に各チェックリストおよび工事記録写真類を添付してください。工事記録書には作成者の捺

　 印のほか、元請会社様が工事の完了を確認したことの証明書を兼ねていますので、必ず確認印をいただく

　 ことが非常に大切です。

３）工事記録書の保管・提出

　 工事記録書は元請会社様に提出するほか、外壁工事店様でも整理して保管してください。

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

１０　参考資料

　

１）建築基準法の目的

　 建築基準法では、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康

　 および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。

２）建築基準法の構成

部分構造の種類

　■耐火構造区分

耐力壁、柱、床、はり、

屋根、階段

非損傷性：構造耐力上支障のある損傷を生じないこと

遮熱性　 ：加熱面以外の面の温度が当該面に接する可燃物の延焼の

　　　　　　 おそれのある温度以上に上昇しないこと

遮炎性　 ：屋外に火炎を出すおそれのある損傷を生じないこと

性能規定化に伴う建築基準法の構成

性能の定義
要求性能の

技術的基準

適合基準

大臣の認定

法律 政令

告示

または

（大臣が定めた構造方法）

建築基準法は大別すると、「仕様規定」と「性能規定」の２つに分けることができます。

耐火構造

通常
１時間～３時間

（３０分）
非損傷性

火災の種類 時間 要件

壁、床 通常 １時間（３０分） 遮熱性

外壁、屋根 屋内の通常 １時間（３０分） 遮炎性

防火構造
外壁（耐力壁） 周囲の通常 ３０分 非損傷性

外壁、軒裏 周囲の通常 ３０分 遮熱性

準防火構造
外壁（耐力壁） 周囲の通常 ２０分 非損傷性

外壁 周囲の通常 ２０分 遮熱性

床、直下の天井床（天井）の構造 屋内の通常 ３０分
非損傷性

遮熱性

ひさし等の構造 ひさし等 通常 ２０分 遮炎性

屋根の構造 屋根 屋内の通常 ２０分 遮炎性

■防火材料区分

不燃材料（２０分）

準不燃材料（１０分）

難燃材料（５分）

※（ ）内数値は不燃性能テストに耐える時間を示し

　 ています。材料区分は包含的な関係にあります。

例えば、「準不燃材料で･･･」と表記された場合、

上位の不燃材料は使用が可能であることを示して

います。

３）防耐火に関する基準

準耐火構造 壁、床、軒裏（延焼部分） 通常 １時間 遮熱性

外壁 屋内の通常 １時間 遮炎性

耐力壁、柱、床、はり 通常 非損傷性１時間

耐力壁、柱、床、はり、

屋根、階段

準耐火構造

通常 ４５分（３０分） 非損傷性

壁、床、軒裏 通常 ４５分（３０分） 遮熱性

外壁、屋根 屋内の通常 ４５分（３０分） 遮炎性
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　 ４）建築用途と防耐火基準（▼）

　 ●防耐火基準は、建築物の用途・地域・階数・面積などにより、基準が異なります。

※１ 準耐火建築物のイ準耐・ロ準耐に適合する構造とすることもできます。

※２ 「※２の防火構造」以外の１時間準耐火構造、４５分準耐火構造、防火構造、準防火性能とあるのは、建築の延焼のおそれのある部分

　　　に限る要求性能です。

※３ 「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災を防止するために屋根に必要な性能」もしくは「不燃材料で造るまたはふく」を示し

　　　ます。

※４ 屋根を不燃材料でふき、室内側または直下の天井を防火被覆したものなどです。（建築基準法告示第１３５８号）

※５ 準防火構造の認定は取得しておりませんが、上位の性能である防火構造で対応可能です。

※６ 高さ＞１６m、かつ階高＞３階を超えるものは特殊な場合を除き、大規模建築物の制限を受け、外壁は耐火性能を有するものとなります。

用　途 地　域 階　数
面　積

Ｓ≦100 100＜Ｓ≦500 500＜Ｓ≦1000 1000＜Ｓ≦15001500＜Ｓ≦3000 3000＜Ｓ

防火地域

（法６１条）

準防火地域

（法６１条）

法２２条

区域

３階建以上

１・２階建

４階建以上

３階建

１・２階建

３階建

１・２階建

防火地域

（法６１条）

準防火地域

（法６１条）

法２２条

区域

３階建以上

１・２階建

４階建以上

３階建

１・２階建

３階建

１・２階建

外壁：耐火構造　　

屋根：30分耐火構造

外壁・軒裏：1時間準耐火構造

屋根：30分準耐火構造※４

＊各種条件をみたさないものは耐火構造となります

外壁・軒裏：防火構造

屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：45分準耐火構造
（2階の用途が300㎡以上）※１

屋根：30分準耐火構造※４

外壁・軒裏：1時間準耐火構造

屋根：30分準耐火構造※４

＊各種条件をみたさないものは耐火構造となります

　　外壁：

　　準防火構造※５

　　屋根：不燃同等※３

　　外壁・軒裏：45分準耐火構造（2階の用途が300㎡以上）※１

　　屋根：30分準耐火構造※４

　　外壁：防火構造

　　屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１　　屋根：30分準耐火構造※４

外壁・軒裏：防火構造

屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１

屋根：30分準耐火構造※４

（準防３階建て仕様）

外壁・軒裏：防火構造※２

屋根：防火被覆

外壁：準防火構造※５

屋根：不燃同等※３

４階建以上

外壁：準防火構造※５、※６

屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：防火構造※6

屋根：不燃同等※３

４階建以上

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１　　屋根：30分準耐火構造※４

外壁：耐火構造　　

屋根：30分耐火構造

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

１０　参考資料（関連法規）

●最新の法令をご確認のうえ、実際の要求性能については建築主事や確認審査機関にご確認ください。

● 軒裏に防火構造が求られる場合には、軒裏３０分準耐火構造で対応します。

外壁：耐火構造　　屋根：30分耐火構造

　外壁：

　耐火構造

　屋根：30分

　耐火構造

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１

屋根：30分準耐火構造※４

外壁・軒裏：防火構造※6

屋根：不燃同等※３
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　 ４）建築用途と防耐火基準（▼）

　 ●防耐火基準は、建築物の用途・地域・階数・面積などにより、基準が異なります。

※１ 準耐火建築物のイ準耐・ロ準耐に適合する構造とすることもできます。

※２ 「※２の防火構造」以外の１時間準耐火構造、４５分準耐火構造、防火構造、準防火性能とあるのは、建築の延焼のおそれのある部分

　　　に限る要求性能です。

※３ 「通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災を防止するために屋根に必要な性能」もしくは「不燃材料で造るまたはふく」を示し

　　　ます。

※４ 屋根を不燃材料でふき、室内側または直下の天井を防火被覆したものなどです。（建築基準法告示第１３５８号）

※５ 準防火構造の認定は取得しておりませんが、上位の性能である防火構造で対応可能です。

※６ 高さ＞１６m、かつ階高＞３階を超えるものは特殊な場合を除き、大規模建築物の制限を受け、外壁は耐火性能を有するものとなります。

用　途 地　域 階　数
面　積

Ｓ≦100 100＜Ｓ≦500 500＜Ｓ≦1000 1000＜Ｓ≦15001500＜Ｓ≦3000 3000＜Ｓ

防火地域

（法６１条）

準防火地域

（法６１条）

法２２条

区域

３階建以上

１・２階建

４階建以上

３階建

１・２階建

３階建

１・２階建

防火地域

（法６１条）

準防火地域

（法６１条）

法２２条

区域

３階建以上

１・２階建

４階建以上

３階建

１・２階建

３階建

１・２階建

外壁：耐火構造　　

屋根：30分耐火構造

外壁・軒裏：1時間準耐火構造

屋根：30分準耐火構造※４

＊各種条件をみたさないものは耐火構造となります

外壁・軒裏：防火構造

屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：45分準耐火構造
（2階の用途が300㎡以上）※１

屋根：30分準耐火構造※４

外壁・軒裏：1時間準耐火構造

屋根：30分準耐火構造※４

＊各種条件をみたさないものは耐火構造となります

　　外壁：

　　準防火構造※５

　　屋根：不燃同等※３

　　外壁・軒裏：45分準耐火構造（2階の用途が300㎡以上）※１

　　屋根：30分準耐火構造※４

　　外壁：防火構造

　　屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１　　屋根：30分準耐火構造※４

外壁・軒裏：防火構造

屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１

屋根：30分準耐火構造※４

（準防３階建て仕様）

外壁・軒裏：防火構造※２

屋根：防火被覆

外壁：準防火構造※５

屋根：不燃同等※３

４階建以上

外壁：準防火構造※５、※６

屋根：不燃同等※３

外壁・軒裏：防火構造※6

屋根：不燃同等※３

４階建以上

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１　　屋根：30分準耐火構造※４

外壁：耐火構造　　

屋根：30分耐火構造

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

１０　参考資料（関連法規）

●最新の法令をご確認のうえ、実際の要求性能については建築主事や確認審査機関にご確認ください。

● 軒裏に防火構造が求られる場合には、軒裏３０分準耐火構造で対応します。

外壁：耐火構造　　屋根：30分耐火構造

　外壁：

　耐火構造

　屋根：30分

　耐火構造

外壁・軒裏：45分準耐火構造※１

屋根：30分準耐火構造※４

外壁・軒裏：防火構造※6

屋根：不燃同等※３

１０　参考資料

　

　 ５）特殊建築物の防火基準(法２７条,、別表１、令１１５条の３～１１６条）

　 　特殊建築物は、その用途、および建築延べ面積により求められる防耐火性能が異なります。

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

※１　建築基準法施行令１１０条２号の基準に適合するものとして、主要構造部等の構造方法が耐火構造（耐火建築物等）のもののほか、地階を除く

　　　 階数が３で、３階を共同住宅または学校等の用途に供するものであって、一定の要件に該当する場合に限って、１時間準耐火基準の準耐火構

　　　 造による準耐火建築物とすることができます。（H２７国交省告示２５３号、２５５号）

※２　建築基準法施行令１１０条１号の基準に適合するものとして、主要構造部等の構造方法が準耐火構造（耐火建築物または準耐火建築物）等のも

　　　 のを定めています。（H２７国交省告示２５５号）

用　　　途

主要構造部に必要とされる性能およびその外壁の開口

部での防火設備で、大臣が定めた構造方法または認定

を受けたものを設けなければならない。

用途に供する階

劇場・映画館・演芸場 主階が１階にないもの
（※１）

耐火建築物または

準耐火建築物としなけれ
ばならない

用途に供する部分の床面積の

合計

用途に使用する部分の

床面積の合計（数量）

客席部分≧２００㎡以上（※１）

（屋外観覧席≧１，０００㎡以上
（※１））

観覧席・公会堂・集会場 ３階以上の階（※１）

病院・診療所（患者の収容

施設のあるもの）・ホテル・

旅館・下宿・共同住宅・寄宿

舎・児童福祉施設等（幼保

連携型認定こども園を含む）

２階部分≧３００ｍ²以上（※２）

ただし、病院・診療所にあって

は、２階に患者の収容施設の

ある場合

学校・体育館・博物館・美術

館・図書館・ボーリング場・

スキー場・スケート場・水泳

場・スポーツ練習場

用途に供する部分≧２，０００㎡
（※２）

百貨店・マーケット・展示場・

キャバレー・カフェー・ナイト

クラブ・バー・ダンスホール・

遊技場・公衆浴場・待合・料

理店・飲食店または物品販

売業を営む店舗

（＞１０㎡）

倉　　庫
３階以上の部分≧
２００㎡以上

用途に供する部分≧

１，５００㎡以上

自動車車庫・自動車修理工

場・映画スタジオまたはテレ

ビスタジオ

３階以上の階

用途に供する部分≧

１５０㎡以上

（ただし、主要構造部を不

燃構造とした準耐火建築

物とする）

令１１６条の表の数量以上

の危険物の貯蔵場または
処理場

全　　部

耐火建築物としなければ

ならない

用途に使用する部分の

床面積の合計（階）

３階以上の階（※１）

３階以上の階（※１）

３階以上の階（※１）

３階以上の階（※１）

２階部分≧５００㎡以上（※２）

用途に供する部分≧３，０００㎡
（※１）

　 　●３階を下宿・共同住宅・寄宿舎の用途に供する場合、①から⑤までの基準に適合する準耐火建築物とする

　 　　 ことができます。

　 　　 ①主要構造部が１時間準耐火構造であること。

　 　　 ②原則として、各住戸などに避難上有効なバルコニーなどが設けられていること。

　 　　 ③３階の各住戸などの外壁面に道又は道に通ずる幅員４メートル以上の通路などに面する開口部が設け

　 　　 　 られていること。

　 　　 ④原則として、建築物の周囲に幅員３メートル以上の通路が設けられていること。

　 　　 ⑤３階の外壁の開口部など一定の開口部に、法令で定める防火設備が設けられていること。
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１０　参考資料

　

６）準防火地域内木造３階建て建築物の設計基準(令１３６条の２)(準防戸建３階仕様)
　

■外壁の開口部の構造及び面積

　●隣地境界線などからの距離が、１m以内の部分にある外壁の開口部は、防火設備を設ける必要があり

　　 ます。ただし、開口面積が０．２㎡以内の換気口は防火設備を設ける必要はありません。

　●隣地境界線などまたは道路中心線からの距離が、５m以下の部分にある外壁の開口部は、それぞれの

　　 距離に応じて、開口部の面積の制限を受けます。

■外壁の構造

　●外壁の構造は、準耐火構造とするか、屋外側を防火構造とし、屋内側に下記の防火被覆を設ける必要

　　 があります。

■主要構造部

　●柱および梁の構造は、通常の火災において、建物全体が容易に倒壊するおそれのないよう、その方法

　　 および寸法の制限を受けます。

■床またはその直下の天井の構造

　●通常の火災時において、下の階から上階へ容易に延焼しないよう、防火上の措置について、最下階の床

　　 を除き定められています。

■屋根またはその直下の天井の構造

　●外壁と同様、室内側から通常の火災において、容易に炎および火熱が外部に噴出しないよう、防火上の

　　 措置について定められています。

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

イ　 厚さが１２㎜以上のせっこうボード
ロ　 厚さが５．５㎜以上の難燃合板または厚さが９㎜以上のせっこうボードの
　　 上に厚さが９㎜以上のせっこうボードを張ったもの
ハ　厚さが７㎜以上のせっこうラスボードの上に厚さが８㎜以上のせっこう
　　 プラスターを塗ったもの

令和元年国土交通省告示第194号による屋内側(壁)の防火被覆

A　屋根：不燃材

B　屋根の内側またはその直下の天井：防火被覆

C　軒裏：全周防火構造

D　３階室の部分区間：※１

E　隣地境界線などから５m以下の部分にある開口部：※２

隣
地
境
界
線
な
ど

F　床、天井：どちらかを不燃材

G　主要構造部である柱、梁：※３

H　外壁：準耐火構造または、屋内側を防火被覆した防火構造

I　隣地境界線などから１m以下の部分にある開口部：※４（告示第2563号）

1m

※１　間仕切壁または戸（ふすま・障子その他これらに類するものを除く）で区画されています。

　　　（通常のフラッシュ戸、間柱の入った壁であれば問題ありません）

※２　距離に応じて面積を制限する。延焼のおそれのある部分は防火設備とする必要があります。

※３　小径を１２㎝以上とするか、または防火上有効に被覆する必要があります。

※４　常時閉鎖式などの防火設備とする必要があります。
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１０　参考資料

　

６）準防火地域内木造３階建て建築物の設計基準(令１３６条の２)(準防戸建３階仕様)
　

■外壁の開口部の構造及び面積

　●隣地境界線などからの距離が、１m以内の部分にある外壁の開口部は、防火設備を設ける必要があり

　　 ます。ただし、開口面積が０．２㎡以内の換気口は防火設備を設ける必要はありません。

　●隣地境界線などまたは道路中心線からの距離が、５m以下の部分にある外壁の開口部は、それぞれの

　　 距離に応じて、開口部の面積の制限を受けます。

■外壁の構造

　●外壁の構造は、準耐火構造とするか、屋外側を防火構造とし、屋内側に下記の防火被覆を設ける必要

　　 があります。

■主要構造部

　●柱および梁の構造は、通常の火災において、建物全体が容易に倒壊するおそれのないよう、その方法

　　 および寸法の制限を受けます。

■床またはその直下の天井の構造

　●通常の火災時において、下の階から上階へ容易に延焼しないよう、防火上の措置について、最下階の床

　　 を除き定められています。

■屋根またはその直下の天井の構造

　●外壁と同様、室内側から通常の火災において、容易に炎および火熱が外部に噴出しないよう、防火上の

　　 措置について定められています。

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

イ　 厚さが１２㎜以上のせっこうボード
ロ　 厚さが５．５㎜以上の難燃合板または厚さが９㎜以上のせっこうボードの
　　 上に厚さが９㎜以上のせっこうボードを張ったもの
ハ　厚さが７㎜以上のせっこうラスボードの上に厚さが８㎜以上のせっこう
　　 プラスターを塗ったもの

令和元年国土交通省告示第194号による屋内側(壁)の防火被覆

A　屋根：不燃材

B　屋根の内側またはその直下の天井：防火被覆

C　軒裏：全周防火構造

D　３階室の部分区間：※１

E　隣地境界線などから５m以下の部分にある開口部：※２

隣
地
境
界
線
な
ど

F　床、天井：どちらかを不燃材

G　主要構造部である柱、梁：※３

H　外壁：準耐火構造または、屋内側を防火被覆した防火構造

I　隣地境界線などから１m以下の部分にある開口部：※４（告示第2563号）

1m

※１　間仕切壁または戸（ふすま・障子その他これらに類するものを除く）で区画されています。

　　　（通常のフラッシュ戸、間柱の入った壁であれば問題ありません）

※２　距離に応じて面積を制限する。延焼のおそれのある部分は防火設備とする必要があります。

※３　小径を１２㎝以上とするか、または防火上有効に被覆する必要があります。

※４　常時閉鎖式などの防火設備とする必要があります。

１０　参考資料

　

７）延焼のおそれのある部分（法２条の６）
　 延焼のおそれのある部分とは、道路中心線・隣地境界線の２棟以上の棟相互の外壁間距離の中心線より、

　 １階は３m以下、２階は５m以下の距離にある建築物の部分を意味します。

　▶ただし、２棟以上の延面積の合計が、５００㎡以内の建築物は、１棟の建築物とみなします。

　▶延面積の合計が、５００㎡以内の建築物の組み合わせ方法は自由です。

　▶防火上有効な公園・広場・川などの空き地、水面、耐火構造の壁に面している部分には適用しません。

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

不要
２Ｆ

３Ｆ

１Ｆ１Ｆ１Ｆ１Ｆ

２Ｆ２Ｆ２Ｆ 　 　

　 　

　 　

　 　

　

　 　

（隣地）

（Ⅲ敷地）

（Ⅰ敷地）

（Ⅰ敷地）

（Ⅱ敷地）

延面積の合計が５００㎡

以内の時は１棟とみなす

道路境界線

ＧＬ

Ｃ　２００ｍ²

Ｂ　３７０ｍ²

Ａ　２５０ｍ²

ℓ

ℓ
ℓ

ℓ

ℓ

ℓ

川

道路

中心線

隣地境界線建物

ℓ：１階＝３m

　 ２階＝５m
　 Ａ＋Ｃ＝４５０＜５００ｍ²

建物

延焼のおそれのある部分

参考例

法２２条区域（※１）にある木造建築物は、外壁の内「延焼のおそれのある部分」を準防火

性能以上としなければならない（法２３条）と規制されています。一般的に建築物の外壁の

一部を準防火性能以上としなければならない場合には、それ以外の部分の外壁も同様の

性能や仕様にすることが多く、従って見かけ上は建築物の外壁全体に防火規制がかかっ

ているように見える場合がありますので注意が必要です。

※１　建築基準法第２２条第１項に規定される特定行政庁が指定する区域。屋根の防火

　　　 性能に関する規制があります。

延焼のおそれのある部分
延焼のおそれのある部分

５m

３m３m
３m３m３m３m

５m５m５m５m

※建築部の外壁線が上図に示す規定に適合しない、すなわち広い敷地の中央寄りに建設されない限り、

　 「延焼のおそれのある部分」は、多くの建築物に存在する部分です。しかし、建築を行う敷地が防火地域や

　 準防火地域に含まれていない場合でも、防火性能を求められる建築物を建設する場合には、「延焼の

　 おそれのある部分」の範囲にあるかどうかで、要求される防耐火性能が異なりますのでご注意ください。

延焼のおそれのある部分

道
路
中
心
線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

外
壁
間
の
中
心
線

（同
一
敷
地
）
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１０　参考資料

　

８）建築物の内装制限（法３５条の２、建令１２８条の３の２～１２９、平成１２年建設省告示１４３９号）

建築物は、その用途、構造、および規模により内装制限の規定があります。

■内装制限一覧

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

用途・構造・規模区分

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

劇場・映画館・演芸場・
観覧場・公会堂・集会場

病院･診療所（患者の収容施設の
あるもの）･ホテル･旅館･下宿･共
同住宅･寄宿舎･児童福祉施設等
(幼保連携型認定こども園を含む)

百貨店･ﾏｰｹｯﾄ･展示場･ｷｬﾊﾞﾚｰ･
ｶﾌｪｰ･ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ･ﾊﾞｰ･ﾀﾞﾝｽﾎｰﾙ･
遊技場･公衆浴場･待合･料理店･
飲食店または物品販売業を営む
店舗(10㎡以内を除く）

地階または地下工作物内の居室
等で、A･B･Cの用途に供するもの

自動車車庫・自動車修理場

無窓の居室
(建基令128の3の2参照）

大規模建築物
（階数および規模によるもの）

火気使用室

階数が11以上のもの

地下街

避難・特別避難階段室
エレベーター乗降ロビー

当該用途に供する部分の床面積の合計 内装制限

耐火建築物

の場合

準耐火建築物

の場合

その他建築物

の場合
居室等

地上に通ずる

主たる廊下･

階段･通路

建築基準

法施行令

（客席）　
400㎡以上

（客席）　
100㎡以上

(3階以上の合計)
300㎡以上

(2階部分）300㎡以上
(病院･診療所は、2階
に患者の収容施設が

ある場合に限る）

200㎡以上

難燃材料
(3階以上の階に
居室を有する建
築物の当該用途
に供する居室の
天井については、
準不燃材料とす
る）

準不燃材料

同　上

同　上

同　上

同　上

129・①
128の4・①

(3階以上の合計)
1,000㎡以上

(2階部分)
500㎡以上

200㎡以上

全　　部

全　　部

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

準不燃材料
129・③
128の4・①・三

129・②
128の4・①・二

129・⑤
128の3の2

50㎡以上
（ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く）

･階数が3以上で500㎡を超えるもの
･階数が2で1,000㎡を超えるもの
･階数が1で3,000㎡を超えるもの
ただし、次のものを除く
 1,学校等(建基令126の2･①･二参照）
 2,100㎡以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供
 　しない居室で、耐火建築物又は主要構造部を準耐火構
 　造とした準耐火建築物の高さが31ｍ以下の部分にある
 　もの
 3,②欄の用途に供するもので高さが31ｍ以下の部分

住　　宅：階数が2以上の住宅で、最上階以外の階に
　　　　　  ある火気使用室
住宅以外：火気使用室は全部
(ただし、主要構造部を耐火構造としたものを除く）

難燃材料 同　上
128の4・②③
129・④

―――――準不燃材料
129・⑥
128の4・④

100㎡以内に防火区画された部分 ※１ 112・⑤

200㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された部分 準不燃材料（下地とも）※ 112・⑥

500㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された部分 不燃材料（下地とも）※ 112・⑦

100㎡以内に防火区画された部分 ※２

128の3･①･三
128の3･⑤

200㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された
部分

準不燃材料
(下地とも）※

500㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された
部分

不燃材料
(下地とも）※

(地下道)
不燃材料
(下地とも)

全　　部 不燃材料(下地とも)

※１　Ｉ欄の規定では、１００㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数および規模によるＧ欄の

　　　 規定が適用される。

※２　Ｊ欄の規定では、１００㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、Ａ･Ｂ･Ｃ欄の用途に供する部分につい

　　　 ては、Ｄ欄の規定が適用される。

注１）内装制限の適用を受ける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場

　　　合は屋根)の室内に面する部分である。ただ、Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｇ･Ｉ･Ｊ欄の※については、規定に該当する居室の壁の床面からの高さが１．２m以下の

　　　部分には適用されない。(建基令１２９・①、１１２・⑥）

　２）Ｂのうち耐火建築物または主要構造部を準耐火構造とした準耐火建築物にあっては、１００㎡(共同住宅の住戸にあっては２００㎡)以内ごとに

　　　防火区画された部分を除く。

　３）Ｂのうち１時間準耐火構造の準耐火建築物の下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。

　４）内装制限の規定で、２以上の規定に該当する建築物の部分には、最も厳しい規定が適用される。

　５）スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令１２６の３の規定に適合する排煙

    　設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(建基令１２９・⑦）

　６）Ｉ･Ｊ欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分について

　　 は、防火区画の床面積は２倍まで緩和される。(建基令１１２・①）
　

129の13･③



279

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ

標
準
施
工
法

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ

基
本
納
ま
り
図

本
体
･
付
属
部
材

詳
細
図

付
属
部
材
加
工
図

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ

木
造
編

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ

鉄
骨
造 

金
属
胴
縁
編

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ

鉄
骨
造 

直
張
り
編

セ
ン
タ
ー
ル
ー
フ

標
準
施
工
法

セ
ン
タ
ー
ル
ー
フ

納
ま
り
詳
細
図

参
考
資
料

１０　参考資料

　

８）建築物の内装制限（法３５条の２、建令１２８条の３の２～１２９、平成１２年建設省告示１４３９号）

建築物は、その用途、構造、および規模により内装制限の規定があります。

■内装制限一覧

　１０－３　「建築基準法」の防耐火性能に関わる規定

用途・構造・規模区分

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

劇場・映画館・演芸場・
観覧場・公会堂・集会場

病院･診療所（患者の収容施設の
あるもの）･ホテル･旅館･下宿･共
同住宅･寄宿舎･児童福祉施設等
(幼保連携型認定こども園を含む)

百貨店･ﾏｰｹｯﾄ･展示場･ｷｬﾊﾞﾚｰ･
ｶﾌｪｰ･ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ･ﾊﾞｰ･ﾀﾞﾝｽﾎｰﾙ･
遊技場･公衆浴場･待合･料理店･
飲食店または物品販売業を営む
店舗(10㎡以内を除く）

地階または地下工作物内の居室
等で、A･B･Cの用途に供するもの

自動車車庫・自動車修理場

無窓の居室
(建基令128の3の2参照）

大規模建築物
（階数および規模によるもの）

火気使用室

階数が11以上のもの

地下街

避難・特別避難階段室
エレベーター乗降ロビー

当該用途に供する部分の床面積の合計 内装制限

耐火建築物

の場合

準耐火建築物

の場合

その他建築物

の場合
居室等

地上に通ずる

主たる廊下･

階段･通路

建築基準

法施行令

（客席）　
400㎡以上

（客席）　
100㎡以上

(3階以上の合計)
300㎡以上

(2階部分）300㎡以上
(病院･診療所は、2階
に患者の収容施設が

ある場合に限る）

200㎡以上

難燃材料
(3階以上の階に
居室を有する建
築物の当該用途
に供する居室の
天井については、
準不燃材料とす
る）

準不燃材料

同　上

同　上

同　上

同　上

129・①
128の4・①

(3階以上の合計)
1,000㎡以上

(2階部分)
500㎡以上

200㎡以上

全　　部

全　　部

同　上

同　上

同　上

同　上

同　上

準不燃材料
129・③
128の4・①・三

129・②
128の4・①・二

129・⑤
128の3の2

50㎡以上
（ただし、天井の高さが6mを超えるものを除く）

･階数が3以上で500㎡を超えるもの
･階数が2で1,000㎡を超えるもの
･階数が1で3,000㎡を超えるもの
ただし、次のものを除く
 1,学校等(建基令126の2･①･二参照）
 2,100㎡以内ごとに防火区画され特殊建築物の用途に供
 　しない居室で、耐火建築物又は主要構造部を準耐火構
 　造とした準耐火建築物の高さが31ｍ以下の部分にある
 　もの
 3,②欄の用途に供するもので高さが31ｍ以下の部分

住　　宅：階数が2以上の住宅で、最上階以外の階に
　　　　　  ある火気使用室
住宅以外：火気使用室は全部
(ただし、主要構造部を耐火構造としたものを除く）

難燃材料 同　上
128の4・②③
129・④

―――――準不燃材料
129・⑥
128の4・④

100㎡以内に防火区画された部分 ※１ 112・⑤

200㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された部分 準不燃材料（下地とも）※ 112・⑥

500㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された部分 不燃材料（下地とも）※ 112・⑦

100㎡以内に防火区画された部分 ※２

128の3･①･三
128の3･⑤

200㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された
部分

準不燃材料
(下地とも）※

500㎡以内に防火区画(防火設備の区画を除く）された
部分

不燃材料
(下地とも）※

(地下道)
不燃材料
(下地とも)

全　　部 不燃材料(下地とも)

※１　Ｉ欄の規定では、１００㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、建築物の階数および規模によるＧ欄の

　　　 規定が適用される。

※２　Ｊ欄の規定では、１００㎡以内に防火区画された部分については、使用材料の制限は記されていないが、Ａ･Ｂ･Ｃ欄の用途に供する部分につい

　　　 ては、Ｄ欄の規定が適用される。

注１）内装制限の適用を受ける建築物の部分は、居室および居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁および天井(天井がない場

　　　合は屋根)の室内に面する部分である。ただ、Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｇ･Ｉ･Ｊ欄の※については、規定に該当する居室の壁の床面からの高さが１．２m以下の

　　　部分には適用されない。(建基令１２９・①、１１２・⑥）

　２）Ｂのうち耐火建築物または主要構造部を準耐火構造とした準耐火建築物にあっては、１００㎡(共同住宅の住戸にあっては２００㎡)以内ごとに

　　　防火区画された部分を除く。

　３）Ｂのうち１時間準耐火構造の準耐火建築物の下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。

　４）内装制限の規定で、２以上の規定に該当する建築物の部分には、最も厳しい規定が適用される。

　５）スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものおよび建基令１２６の３の規定に適合する排煙

    　設備を設けた建築物の部分については、内装制限の規定は適用されない。(建基令１２９・⑦）

　６）Ｉ･Ｊ欄の規定について、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので、自動式のものを設けた部分について

　　 は、防火区画の床面積は２倍まで緩和される。(建基令１１２・①）
　

129の13･③

　

　１０－４　センターサイディングの補修方法

１０　参考資料

１）センターサイディングを部分的に張り替える場合

センターサイディングの表面がへこむ、穴があくなどした場合、下記方法で部分的に張り替えることが可能

です。

工程①

　破損したセンターサイディングを金バサミ、ジグソーなどで切断

　し、センターサイディングの内側から外側へ中央部を「くの字」

　に曲げるようにして外します。

工程②

　張り替える新しいセンターサイディングの上部嵌合部を嵌合さ

　せ、その部分を若干外に向けて「くの字」に張り出させながら、

　既存下部センターサイディングの上部嵌合部に落とし込んで

　嵌合させます。

工程③

　張り替えたセンターサイディングの上部を表面から釘留めし、

　補修塗料で釘頭を補修します。

１枚

１枚
２枚

破損サイディング

破損部

上端嵌合部

張り替え用サイディング

既存サイディング

張り替え用サイディング

くぎ頭

補修塗料

くぎ頭




